　　　　

船員雇用促進対策事業費補助金交付要綱
                                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員労第556号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和53年8月31日

第一章　総　則

　（総　則）
第１条　船員雇用促進対策事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号）によるほか、この要綱の定めるところによる。
　（目　的）
第２条　この補助金は、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号。以下「船特法」という。)第７条第２項の船員雇用促進センター（以下「センター」という。）が同法第８条の規定に基づいて行う船員雇用促進等事業について、同法第20条の規定に基づき補助金を交付することにより、船員の職業及び生活の安定に資すること並びに海上運送法第35条に基づく日本船舶・船員確保計画（計画期間が５年のものに限る。）の認定事業者（以下「認定事業者」という。）が行う船員計画雇用促進事業について同法第37条の規定に基づき補助金を交付すること及び船舶運航事業者等が行う内航船員就業ルート拡大支援事業に補助金を交付することにより船員の確保・育成への支援をすることを目的とする。

第二章　船特法第８条第２号に規定する事業及び同条第３号に規定する事業

　（交付の対象）
第３条　交付の対象となる事業者はセンターとし、センターへの補助金（以下この章において「補助金」という。）の交付の対象となる事業は、船特法第８条第２号に規定する事業及び同条第３号に規定する事業 (以下この章において「補助事業」という。）とする。
　（補助対象経費）
第４条　補助事業に対する補助の対象となる経費（以下この章において「補助対象経費」という。）は、技能訓練事業費及び外航基幹職員養成費とする。
２　技能訓練事業費とは、センターが離職船員に対して行う技能訓練事業に要する経費のうち謝金、消耗品費、通信費、被服費、印刷製本費、光熱水料、旅費、借料及び損料をいう。
３　外航基幹職員養成費とは、センターが若年者（三級海技士（航海又は機関）の資格を有する者又は当該海技士の資格に係る海技試験の学科試験（口述試験に限る。）の受験資格を有する者）を対象に実施する外航船舶における実務訓練に要する経費のうち別表に掲げる経費をいう。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、次に掲げる経費に応じて次の各号に掲げる額とし、予算の範囲内において定めるものとする。
　一　技能訓練事業費　技能訓練事業費の額の２分の１以内の額
二　外航基幹職員養成費　外航基幹職員養成費の額
　（補助金の交付申請）
第６条　センターは、補助金の交付を受けようとするときは、第１号様式による補助金交付申請書（以下「申請書」という。）に添付書類その他必要な書類を添えて当該年度の５月30日までに国土交通大臣（以下「大臣」という。）に提出しなければならない。
　（補助金の交付決定）
第７条　大臣は、前条の規定に基づきセンターから申請書の提出があったときは、所要の審査を行い、適正であると認めたときは、予算の範囲内において、交付決定を行い、第２号様式による補助金交付決定通知書により通知するものとする。
　（交付申請の取下げ）
第８条　補助金の交付決定を受けたセンターは、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
２　前項の規定により申請を取り下げることのできる期間は、前条の通知があった日から30日以内とし、第３号様式による補助金交付申請取下届出書を大臣に提出しなければならない。
　（補助事業の内容変更等）
第９条　センターは、補助事業の内容又は補助対象経費の配分（配分経費のいずれか低い額の10％以内のものを除く。）について変更しようとするときは、あらかじめ第４号様式による補助事業変更承認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。
　（補助事業の中止又は廃止）
第10条　センターは、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、すみやかに第５号様式による補助事業中止（廃止）承認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。
　（事故報告）
第11条　センターは、補助事業の遂行が困難になったときは、その理由を付した書面により、すみやかに大臣に報告しなければならない。
　（状況報告）
第12条　センターは、各四半期における補助事業の実施に関し、当該四半期の終了した日から10日以内に第６号様式による補助事業実施状況報告書を大臣に提出しなければならない。ただし、第４四半期分の報告書については、次条の規定に基づく実績報告書をもってこれに替えることができるものとする。
　（実績報告）
第13条　センターは、補助事業が終了したときは、終了した日から30日以内又は翌年度の４月10日のいずれか早い日までに第７号様式による補助事業実績報告書を大臣に提出しなければならない。
　（補助金の額の確定）
第14条　大臣は、前条に規定する補助事業実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、センターに通知するものとする。なお、確定する補助金の額は、次の各号に定める額のうちいずれか少ない額とする。
　一　補助対象経費の実績額
　二　交付決定額（当該交付決定額が変更されたときは、変更後の額）
　（補助金の支払）
第15条　補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付の決定の後に概算払をすることができる。
２　センターは、前項の規定により国から補助金の支払いを受けようとするときは、第８号様式による補助金請求書を提出しなければならない。
　（補助事業の終了等）
第16条　船特法第23条の規定により、センターが同法第７条第１項の指定を取り消されたときは、取り消された日の前日をもって補助事業は終了したものとみなす。
２　第１項の場合には、第13条及び第14条の規定を準用する。
（交付の決定の取消等）
第17条　大臣は、第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第７条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
一　センターが、法令若しくは本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二　センターが、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三　センターが、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行った場合
四　その他補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
２　大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
３　大臣は、第１項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せ命ずるものとする。
４　第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年利10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
　（帳簿の保管義務）
第18条　センターは、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業終了後５年間保存しなければならない。
　（提出部数）
第19条　補助金に係る申請書その他の書類の提出部数は、２部（正本１部、副本１部）とする。
（電子情報処理組織による申請等）
第19条の２　センターは、第６条の規定に基づく交付申請、第８条に基づく交付申請の取下げの届出、第９条に基づく補助事業の内容変更等の申請、第10条に基づく補助事業の中止又は廃止の申請、第11条に基づく事故の報告、第12条に基づく状況報告、第13条に基づく実績報告又は第15条第２項の規定に基づく支払請求については、電子情報処理組織を使用する方法（適正化法第26条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。以下同じ。）により行うことができる。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

第三章　船員計画雇用促進事業

　（交付の対象）
第20条　交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する認定事業者とし、認定事業者への補助金（以下この章において「補助金」という。）の交付の対象となる事業は、船員計画雇用促進事業（以下この章において「補助事業」という。）とする。
　一　第23条第１項に掲げる期限の日（以下「申請期限日」という。）の前日から起算して３年前の日から申請期限日までの間に船員に適用される労務関係法令違反の指摘を受けたことがないこと又は同期間内に船員に適用される労務関係法令違反の指摘を受けたことがある場合には、当該違反の状態が改善され、申請期限日の前日において当該改善された日から起算して１年を経過していること。
　二　雇用する船員からの職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、育児休業等に関するハラスメント及び妊娠、出産等のハラスメント等に関する相談への対応のための窓口及び当該窓口における担当者を定めていること。
　三　雇用する船員の心理的な負担の状況を把握するための取組み（アンケート、面談又はストレスチェック等）を行っていること。
　（補助対象経費）
第21条　補助事業に対する補助の対象となる経費（以下この章において「補助対象経費」という。）は、船員計画雇用促進助成金とする。
２ 船員計画雇用促進助成金とは、次に掲げる若年者等の船員としての雇用の促進を図るため、当該者（船員としての経験を有する者及び独立行政法人海技教育機構に設置された課程であって登録船舶職員養成施設の課程を修了した者を除く。）を船員（甲板部、機関部若しくは無線部の職員又は部員に限る。以下同じ。）として雇用して、育成した認定事業者に対して支給する金員（甲板部及び無線部の船員にあっては１人当たり月額４万円とし、支給月数は１か月以内とし、機関部の船員にあっては１人当たり月額４万円とし、支給月数は２か月以内とする。ただし、特定対象者（船員教育機関卒業者以外の者、退職自衛官及び女性をいう。）を船員として雇用した場合には、甲板部及び無線部の船員にあっては１人当たり月額４万円とし、支給月数は３か月以内とし、機関部の船員にあっては１人当たり月額５万円とし、支給月数は６か月以内とする。）をいう。
一　35歳未満の者
二　35歳以上45歳未満の者
　（補助金の額）
第22条　補助金の額は、前条第２項に規定する金員の額（月額と支給月数により算出された額）を基礎とし、予算の範囲内において定めるものとする。
　（補助金の交付申請）
第23条　認定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第９号様式による申請書に添付書類その他必要な書類を添えて、交付対象となる船員の雇用を開始した時期に応じ、次に掲げる期限までに大臣に提出しなければならない。
一　６月末日までに雇用を開始した船員　７月15日まで
二　７月以降に雇用を開始した船員　１月15日まで
２　大臣は、交付申請の状況等に応じて交付申請の受付を中止又は再開をすることができる。
３　補助金の交付を受けようとする者は、第１項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
　（補助金の交付決定）
第24条　大臣は、前条の規定に基づき認定事業者から申請書の提出があったときは、所要の審査を行い、適正であると認めたときは、予算の範囲内において、交付決定を行い、第10号様式による補助金交付決定通知書により通知するものとする。
２　大臣は、前条第３項但し書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
　（状況報告）
第25条　認定事業者は、大臣が必要と認めて指示したときは、補助事業の遂行状況を第11号様式により大臣に報告しなければならない。
　（実績報告）
第26条　認定事業者は、補助事業が終了したときは、終了した日から30日以内又は翌年度の４月10日までに第７号様式による補助事業実績報告書を大臣に提出しなければならない。
２　認定事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
　（補助金の額の確定）
第27条　大臣は、前条第１項に規定する補助事業実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認定事業者に通知するものとする。
　（補助金の支払）
第28条　補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
　（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第29条　認定事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、第12号様式により速やかに大臣に報告しなければならない。
２　大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
３　前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年利10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
　（交付の決定の取消等）
第30条　大臣は、第34条の規定により準用する第10条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第24条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
一　認定事業者が、法令若しくは本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二　認定事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三　認定事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行った場合
四　認定事業者が、海上運送法第39条の２第２項の規定により、日本船舶・船員確保計画の認定を取り消された場合
五　認定事業者が、第20条各号に該当しない事業者であることが判明した場合
六　その他補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
　（帳簿の保管義務）
第31条　認定事業者は、補助金の交付及び訓練等に要した経費に関する帳簿を備え、補助事業終了後５年間保存しなければならない。
（電子情報処理組織による申請等）
第32条　認定事業者は、第23条第１項の規定に基づく交付申請、第25条の規定に基づく状況報告、第26条第１項の規定に基づく実績報告、第29条第１項の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告、第34条の規定により準用する第８条の規定に基づく交付申請の取下げの届出、第34条の規定により準用する第９条の規定に基づく補助事業の内容変更等の申請、第34条の規定により準用する第10条の規定に基づく補助事業の中止又は廃止の申請、第34条の規定により準用する第11条の規定に基づく事故の報告又は第34条の規定により準用する第15条第２項の規定に基づく支払請求については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合においては、第34条の規定により準用する第19条の規定は、適用しない。
（電子情報処理組織による処分通知等）
第33条　大臣は、前条の規定により行われた交付申請等に係る第24条第１項の規定に基づく交付決定、第25条の規定に基づく指示、第27条の規定に基づく通知、第29条第２項の規定に基づく返還命令、同条第３項の規定に基づく納付命令、第30条の規定に基づく取消し若しくは変更、第34条の規定により準用する第９条及び第10条の規定に基づく承認、第34条の規定により準用する第17条第２項の規定に基づく返還命令又は第34条の規定により準用する第17条第３項及び同条第４項の規定に基づく納付命令について、認定事業者が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、当該通知等を補助金申請システムにより行うことができる。
　（準用規定）
第34条　第８条から第11条まで、第15条第２項、第17条第２項から第４項まで及び第19条の規定は、認定事業者への補助金の交付について準用する。この場合において、第15条第２項中「前項」とあるのは「第28条」と、第17条第２項中「前項」とあるのは「第30条」と、第17条第３項中「第１項」とあるのは「第30条」と読み替えるものとする。

第四章　内航船員就業ルート拡大支援事業

　（交付の対象）
第35条　交付の対象となる事業者は船舶運航事業者等とし、船舶運航事業者等への補助金（以下この章において「補助金」という。）の交付の対象となる事業は、内航船員就業ルート拡大支援事業（以下この章において「補助事業」という。）とする。
　（補助対象経費）
第36条　補助事業に対する補助の対象となる経費（以下この章において「補助対象経費」という。）は、内航船員就業ルート拡大支援事業助成金とする。
２　内航船員就業ルート拡大支援事業助成金とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法 （昭和26年法律第149号）第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設（六級海技士（航海又は機関）の資格に係るものに限る。）が当該課程において船員になろうとする者に対して行う実習に社船を提供した船舶運航事業者等に対して支給する金員（１人当たり月額４万円）をいう。
　（補助金の額）
第37条　補助金の額は、前条第２項に掲げる金員の額を基礎とし、予算の範囲内において定めるものとする。
　（補助金の交付申請）
第38条　船舶運航事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、第９号様式による申請書に添付書類その他必要な書類を添えて年度末までに大臣に提出しなければならない。
　（準用規定）
第39条　第８条から第11条まで、第15条第２項、第17条、第19条、第23条第3項、第24条から第29条まで及び第31条から第33条までの規定は、船舶運航事業者等への補助金の交付について準用する。この場合において、第15条第２項中「前項」とあるのは、「第39条の規定により読み替えて準用する第28条」と、第17条第１項中「第10条」とあるのは「第39条の規定により準用する第10条」と、「第７条」とあるのは「第39条の規定により準用する第24条第１項」と、第17条第２項中「前項」とあるのは「第39条の規定により読み替えて準用する第17条第１項」と、第17条第３項中「第１項」とあるのは「第39条の規定により読み替えて準用する第17条第１項」と、第23項第３項中「第１項」とあるのは「第38条」と、第24条第１項中「前条」とあるのは「第38条」と、第24条第２項中「前条第３項」とあるのは「第39条の規定により準用する第23条第３項」と、第27条中「前条第１項」とあるのは「第39条の規定により準用する第26条第１項」と、第28条第１項中「前条」とあるのは「第39条の規定により読み替えて準用する第27条」と、第32条中「第23条第１項」とあるのは「第38条」と、「第25条」とあるのは、「第39条の規定により準用する第25条」と、「第26条第１項」とあるのは「第39条の規定により準用する第26条第１項」と、「第29条第１項」とあるのは「第39条の規定により準用する第29条第１項」と、「第34条」とあるのは「第39条」と、第33条中「第24条第１項」とあるのは「第39条の規定により準用する第24条第１項」と、「第25条」とあるのは「第39条の規定により準用する第25条」と、「第27条」とあるのは「第39条の規定により準用する第27条」と、「第29条第２項」とあるのは「第39条の規定により準用する第29条第２項」と、「第30条」とあるのは、「第39条の規定により準用する第17条」と、「第34条」とあるのは「第39条」と読み替えるものとする。　

附　則
１　この要綱は、昭和53年８月31日から施行し、昭和53年６月１日から適用する。
２　昭和53年度の補助金の交付申請期限は、第６条の規定にかかわらず昭和53年９月30日までとする。

　　　附　則 　（昭和63年４月７日付け海労第139号）
　改正後の要綱は、昭和63年４月７日から適用する。

　　　附　則 　（平成元年５月19日付け海労第141号）
　この要綱は、平成元年５月28日から施行し、平成元年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成２年８月20日付け海労第300号）
　この要綱は、平成２年８月20日から施行する。

　　　附　則 　（平成４年４月11日付け海労第131号）
　この要綱は、平成３年４月11日から施行し、平成３年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成４年５月12日付け海労第128号）
　この要綱は、平成４年５月12日から施行し、平成４年４月１日から適用する。
　ただし、同年４年１日前の日に係る再就職あっせん受入れ助成金の支給については、なお従前の例による。

　　　附　則 　（平成５年３月24日付け海労第93号）
　この要綱は、平成５年４月１日から施行する。

　　　附　則 　（平成６年６月22日付け海労第150号）
　この要綱は、平成６年６月24日から適用する。

　　　附　則 　（平成７年３月28日付け海労第84号）
　この要綱は、平成７年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成８年３月28日付け海労第82号）
　この要綱は、平成８年５月10日から施行し、平成８年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成８年４月26日付け海交海第44号及び海労第105号）
　この要綱は、平成８年５月10日から施行する。

  　　附　則 　（平成９年３月31日付け海交海第84号及び海労第87号） 
  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。                       

  　　附　則 　（平成10年４月８日付け海交海第64号及び海労第111号）
  この要綱は、平成10年４月８日から施行する。

  　　附　則 　（平成11年 3月31日付け海労第89号）
  この要綱は、平成11年４月１日から施行する。                      

　　　附　則 　（平成13年１月９日付け国海労第203号）　
  この要綱は、平成13年１月９日から施行する。

　　　附　則 　（平成15年４月７日付け国海政第148号）　
  この要綱は、平成15年４月７日から施行し、平成15年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成16年４月５日付け国海政第183号）　
  この要綱は、平成16年４月５日から施行し、平成16年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成17年４月５日付け国海政第209号）　
  この要綱は、平成17年４月５日から施行し、平成17年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成18年４月４日付け国海政第176号）　
  この要綱は、平成18年４月４日から施行し、平成18年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成19年３月28日付け国海政第162号）　
  この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

　　　附　則 　（平成20年７月23日付け国海人第12号）　
  この要綱は、平成20年７月17日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則 　（平成21年４月６日付け国海人第151号）　
  この要綱は、平成21年４月１日から適用する。

　　　附　則 　（平成21年６月10日付け国海人第43号）　
  この要綱は、平成21年６月10日から適用する。

附　則 　（平成21年12月25日付け国海人第133号）　
  この要綱は、平成21年12月25日から適用する。

附　則　 （平成22年３月30日付け国海人第185号）
　この要綱は、平成22年３月30日から適用する。

      附　則　 （平成22年５月20日付け国海人第17号）
　この要綱は、平成22年５月20日から適用する。

      附　則　 （平成23年３月３日付け国海人第165号）
　この要綱は、平成23年３月３日から適用する。

      附　則　 （平成24年５月30日付け国海人第29号）
　この要綱は、平成24年５月30日から適用する。

      附　則　 （平成25年４月25日付け国海人第14号）
　この要綱は、平成25年４月25日から適用する。

      附　則　 （平成26年６月４日付け国海員第48号）
　この要綱は、平成26年６月４日から適用する。

      附　則　 （平成27年７月10日付け国海員第109号）
　この要綱は、平成27年７月10日から適用する。

　　　附　則　 （平成28年２月19日付け国海員第375号）
　この要綱は、平成28年２月19日から適用する。

　　　附　則 　（平成28年７月11日付け国海員第86号）
　この要綱は、平成28年７月11日から施行し、平成28年４月１日から適用する。ただし、平成27年10月２日以降に試行雇用が開始された者であって、平成28年３月31日時点で試行雇用が終了していない者を雇用した認定事業者に対する船員計画雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成29年３月31日付け国海員第394号）
　この要綱は、平成29年４月１日から適用する。ただし、平成28年10月２日以降に試行雇用が開始された者であって、平成29年３月31日時点で試行雇用が修了していない者を雇用した認定事業者に対する船員計画雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成30年３月29日付け国海員第391号）
　この要綱は、平成30年４月１日から適用する。ただし、平成29年10月２日以降に雇用が開始された者であって、平成30年３月31日時点においてその雇用の期間が３か月（特定対象者にあっては６か月）を超えていない者に係る船員計画雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成31年３月29日付け国海員第490号）
　この要綱は、平成31年４月１日から適用する。

附　則（令和２年３月26日付け国海員第437号）
　この要綱は、令和２年４月１日から適用する。

　　　附　則（令和２年12月23日付け国海員第293号）
　本通達は同省令施行の日（令和３年１月１日）から適用する。なお、本改正後にあっても、当分の間、旧様式を使用することができるものとする。

附　則（令和３年３月25日付け国海員第388号）
　この要綱は、令和３年４月１日から適用する。



別表（第４条第３項関係）
	生　徒　経　費
	・講習受講料
・受講案内作成費
・査証取得経費
・予防接種費用
・健康診断費用
・傷害保険料

	支　　度　　金
	・座学講習受講のため移動に要する旅費
・座学講習受講のため移転したことによる移転料

	受　講　経　費
	・座学講習期間中に支給する手当

	謝　　　　　金
	・座学講習における部外講師に対する謝金

	印 刷 製 本 費
	・教材作成に要する経費

	乗船前訓練費
	・乗船訓練前に実施するシミュレータ訓練に要する経費
・乗船訓練前に実施する海上防災訓練に要する経費

	海上防災訓練旅費
	・海上防災訓練のため移動に要する旅費

	乗船実習旅費
	乗船訓練のため移動に要する旅費であって、次に該当するもの
・居住地から乗船地
・下船地から乗船地
・下船地から居住地





（ 第１号様式 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　 



　　年度船員雇用促進対策事業費補助金交付申請書

　標記補助金の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第５条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 


　　　１  補助事業の目的及び内容
　　　２  補助事業の経費の配分及び所要経費の調書    別紙
　　　３  補助事業の予定期日及び実施計画
　　　４  申請金額  　金 　　  　　　  円也
　　　５  添付書類
　　　　　1)申請者の営む主な事業及びその内容
　　　　　2)申請者の資産及び負債に関する事項
　　　　　3)その他補助金の交付に関して参考となる書類



（第２号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年  月  日

　　　　　 　　　　　　　　　　　   殿

国　土　交　通　大　臣 　　　       印

　　  年度船員雇用促進対策事業費補助金交付決定通知書

　　　  年  月  日付け  第   号をもって交付申請のあった標記補助金については、下記のとおり交付することに決定したので補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第８条の規定に基づき通知する。

記

１　補助事業に要する経費及び補助金の額は次のとおりとする。
　ただし、補助事業の内容の変更により、補助金が変更されたときは、別に通知する。
　　　　　補助対象経費   　金      　　  　　　　 円也                     　
　　　　　
補助金の額 　　　金    　   　　　　　　円也
２　補助事業の内容及びこれに要する経費の配分は、補助金交付申請書のとおりとする。
３　交付要綱第９条（、第34条の規定により準用する第９条又は第39条の規定により準用する第９条）に規定する補助事業の変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
４　交付要綱第10条（、第34条の規定により準用する第10条又は第39条の規定により準用する第10条）に規定する補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
５　交付要綱第11条（、第34条の規定により準用する第11条又は第39条の規定により準用する第11条）に規定する事故報告はすみやかに行わなければならない。
６　交付要綱第18条（、第31条又は第39条の規定により準用する第31条）に規定する帳簿の保管年限は補助事業完了後５年間とする。
７　補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び交付要綱に従わなければならない。
８　補助事業者は、次に掲げる書類を計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、速やかに国土交通大臣に提出すること。　
　　ア　国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類（別紙「国からの補助金等総額及び年間収入に占める比率」）。
　　イ　補助金に係る事務・事業ごとに事業内容、交付額及び支出額の内訳を記載した書類（別紙「補助金等支出明細書」）。


（第３号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　  



年度船員雇用促進対策事業費補助金交付申請取下届出書

　　　  年  月  日付け第    号をもって交付決定通知のあった標記補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第９条の規定に基づき、下記の事項に不服があるので取り下げます。

記


　　　　１ 補助金額
　　　　２ 申請年月日
　　　　３ 不服のある交付決定内容又は交付決定に付された条件


　　　　４ 不服の理由



（第４号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　  



　　　　年度船員雇用促進対策事業費補助金
に係る補助事業変更承認申請書

　　　  年  月  日付け  第   号をもって交付決定のあった標記に係る補助事業の内容（又は補助対象経費の配分）を補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第７条の規定に基づき、下記のとおり変更したいので申請します。

記


　　　　　１ 変更事項及びその内容

　　　　　２ 変更する理由

　　　　　３ 添付書類
(1)　　　  年度船員雇用促進対策事業費補助金交付申請書（写）に変更する部分を上段に二段書したもの
  　　　 (2)　その他必要な書類



（第５号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　  



年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る
補助事業中止（廃止）承認申請書

　　　  年  月  日付け  第  号をもって補助金の交付決定通知のあった　　  年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る補助事業について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条の規定に基づき、下記の事由により、同事業を中止（廃止）したいので申請します。

記


　　　　１　補助対象事業を中止（廃止）する理由

　　　　２　補助対象事業を中止する期間及び再開後の完了年月日

　　　　３　その他必要な書類



（第６号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　  



                　　  年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る
　　　　　　　　補助事業実施状況報告書（　　  年度第  四半期分）

　　　  年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知のあった　　　　年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る  月  日までの補助事業の実施状況について、別紙のとおり報告します。



（第７号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣 　　　　      殿



補助事業者   　　 　　　　　　　　　　   
住　　　所



年度船員雇用促進対策事業費補助金
に係る補助事業実績報告書

　　　  年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る補助事業の実績を補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

　　１　補助事業に要した経費        金         円也
　　２　完了した補助事業の概要
　　３　補助事業終了年月日
　　４　その他の関係書類
　　　(1)補助事業に要した費用の内訳  別紙（センターにあっては、第１号様式別紙に準じて作成する。）
　　　(2)その他必要な資料


本件責任者：
担当者：
責任者連絡先：
担当者連絡先：

（第８号様式）
                                                            　　　年　月　日
支出官
国土交通省大臣官房会計課長　殿
[bookmark: _GoBack]
補助事業者　氏名又は名称
　　　　　　住　　　　所
　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　

船員雇用促進対策事業費補助金請求書

　　　　　年度船員雇用促進対策事業費補助金（交付決定通知国海員第　　　　号）
に対する補助金を請求いたします。

記

１　申請金額   金　　　　　　　　　円也
２　振 込 先
	フリガナ
	

	住　所
（口座住所）
	（〒　　-　　　）

	フリガナ
	

	氏　　名
（口座名義）
	

	振込先金融機関及び支店名
	銀　　行
信用金庫　　　　　　　　　　　　支店
そ の 他
（その他：　　　　　　　　　　）

	預金種別
	当座預金　　　　　　　　　　　　普通預金

	口座番号
	



（注）１．記入する内容については、通帳を確認のうえ、通帳の記載どおり確実に記載すること。
２．振込先金融機関及び支店名の欄については、金融機関名を記入のうえ、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けること。なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○県信用漁業協同組合連合会）を記入すること。
３．預金種別欄については、当座預金・普通預金のいずれかに○を付けること。
４．補助金申請システムを利用して本請求書を提出する場合又は本請求書に補助事業者の押印がある場合には、右上の「本件責任者及び担当者」欄への記入は不要とする。

（ 第９号様式 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



氏名又は名称
住　　　　所
代表者氏名　                        



年度船員雇用促進対策事業費補助金交付申請書

　標記補助金の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第５条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 


　　　１  助成金の名称
　　　２  助成金の所要経費の調書    別紙
　　　３  申請金額  　金 　　  　　　  円也
　　　４  添付書類
　　　　　1)所要経費を証する書類
　　　　　2)その他補助金の交付に関して参考となる書類



（第10号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年  月  日



　認定事業者　殿



国　土　交　通　大　臣 　　　        印



年度船員雇用促進対策事業費補助金交付決定通知書

　　　  年  月  日付け  第   号をもって交付申請のあった標記補助金については、下記のとおり交付することに決定したので補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第８条の規定に基づき通知する。

記


１　補助金の額は次のとおりとする。
　ただし、予算の執行状況により、補助金が変更されたときは、別に通知する。

　　　　　補助対象経費   　金      　　  　　　　 円也                     　
　　　　　補助金の額 　　　金    　   　　　　　　円也

２　補助事業の内容及びこれに要する経費の配分は、補助金交付申請書のとおりとする。
３　補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び交付要綱に従わなければならない。



（第11号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年  月  日



　国土交通大臣           殿



名　　　称
住　　　所
代表者氏名 　　　　　　　　　　　  



　年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る
補助事業実施状況報告書

　  年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知のあった　　　　年度船員雇用促進対策事業費補助金に係る  月  日までの補助事業の実施状況について、下記のとおり報告します。


記

１　事業名

２　補助事業の遂行状況の概要


（第12号様式）
年月日


　　　国土交通大臣　　殿


補助事業者　氏名又は名称
　　　　　　住　　　　所
代表者氏名　　　　　　　　　　


　　年度船員雇用促進対策事業費補助金
消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金の返還報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17条第１項
　船員雇用促進対策事業費補助金交付要綱　第30条
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第39条の規定により準用する第17条第

の規定に基づき、下記のとおり報告します。
１項
記

　　　１  助成金の名称

第14条
　　　２  補助金額（船員雇用促進対策事業費補助金交付要綱  第27条        
                                                  第39条の規定によ

の規定により確定された額）
　　　　り準用する第27条　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

　　　３  補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　　  円

　　　４  消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額　　　　　　　　　　 円

　　　５　補助金返還相当額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

注）別紙として、積算の内訳を添付すること。

